
 

 

農産物検査法施行規則の一部を改正する省令について 

 

令 和 ８ 年 ６ 月 

農林水産省農産局穀物課 

 

Ⅰ 改正の趣旨 

検査業務の効率化を図る観点から、外国産麦の水分測定に用いる器具機材の見直し

を行い、電気水分計の活用を可能とするため、農産物検査法施行規則（昭和 26 年農

林省令第 32 号）の改正を行う。 

 

Ⅱ 改正の概要 

外国産麦の水分測定について、所要の精度が確保されている電気水分計を使用可

能とする。 

外国産麦については、これまで電気水分計を使用した場合、大きな誤差が生じてい

たため使用を認めていなかったが、精度の向上が見られ、検査業務の簡素化も図られ

ることから認めることとしたい。 

このため、農産物検査法施行規則第 16 条第 2号に基づく別表第二を改正し、外国

産麦の水分測定に使用できる器具機材として、常圧加熱乾燥法と同等の精度で測定

結果が得られる水分計測器を追加する。 

 

Ⅲ 施行期日 

令和８年６月 30 日 
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